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□ 都市における緑地の保全・緑化の推進
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都市における農的空間の創出
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都市における緑の総合的な確保の推進

特別緑地保全地区の例（京都市）

建築物の屋上緑化の例（福岡市）

都市公園の整備

都市公園の例（横浜市）

都市公園の例（豊島区）

緑地の保全

緑の基本計画

都市に残る貴重な民有緑地の保全 民有地や公共公益施設等の緑化の推進 市街地等における新たな緑の拠点の創造

特別緑地保全地区（都市緑地法）
生産緑地地区（生産緑地法） 等

生産緑地地区の例（練馬区）

都市再開発における緑地空間の創出の例（千代田区）

緑化地域（都市緑地法）
市民緑地認定制度（都市緑地法） 等

社会資本整備総合交付金（予算）
防災・安全交付金（予算） 等

緑化の推進

○ 都市の緑について、都市の課題解決に向けて多様な機能を発揮するグリーンインフラとして活用し、官民連携により推進。

○ 緑の基本計画に基づき、多様な事業手法・制度により、都市における緑の総合的な確保（緑地の保全、緑化の推進、都市公

園の整備）を推進。
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都市農地の有する多様な機能

近隣小学校の食育の場として活用

まちなかの貴重な緑地として、
良好な住環境の形成に寄与

地元の新鮮な農産物を供給 近隣住民が農業に触れ合う場を提供

雨水の保水やヒートアイランド現象
の緩和など緑地機能を発揮

災害時に避難地等の
防災空間として活用
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■ 生産緑地制度
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東京都板橋区

＜生産緑地地区の例＞

○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上＊1の農地を
都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る。

○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられている。

＊1 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。＜手続の流れ＞

＜税制措置＞ 括弧書きは、三大都市圏特定市の市街化区域農地の税制

・ 固定資産税が農地課税（生産緑地以外は宅地並み課税）

・ 相続税の納税猶予制度が適用（生産緑地以外は適用なし）

※特定生産緑地として指定されなかった場合等は適用なし

生産緑地地区の都市計画決定（市町村）

建築等の行為制限＊２、農地等としての管理

買取りの申出

買い取る旨の通知 買い取らない旨の通知

農林漁業希望者へのあっせん

法律の目的に沿った
適切な管理

農地等として生産
緑地の管理

不調の場合
行為制限解除

営農の継続

※農地等利害関係人の同意

（１月以内）

・主たる従事者の死亡等
・指定後30年経過＊３

【指定要件】
・ 500㎡以上＊1の一団の農地
・公共施設等の敷地として適する
・農林漁業の継続が可能 等

＊３ 特定生産緑地に指定されている
場合は当該指定から10年経過

＊２ 温室や農業用倉庫に加え、直売所や農家レストランも設置可能に

（買取り申出から３月以内）

東京都練馬区

＜実績＞
53,937地区、10,857ha

（R6.12.31現在）



・生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できる。
・指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から３０年経過後」から、１０年延期される。
１０年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し１０年の延長ができる。

特定生産緑地の
指定から10年経過

買取り申出が可能

相続の発生等
営農を継続

(R14)

相続の発生等

(R4)

営農を継続

買取り申出が可能

買取り申出が可能

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
公
示

税制特例措置なし（激変緩和措置あり）

生産緑地として税制特例措置 特定生産緑地として税制特例措置が継続

10年毎に更新可能

特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定する場合

買取り申出するまでは生産緑地地区としての規制継続

以降、特定生産緑地の指定は受けられない

(H4)

告示から
30年経過

いつでも買取り申出が可能

指

定

期

限

の
延

長

の
公

示

所有者等の
意向を前提

所有者等の
意向を前提

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

指定

税制

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

生

産

緑

地

地

区

の

都

市

計

画

の

告

示

指定

税制

生

産

緑

地

地

区

の

都

市

計

画

の

告

示

生産緑地として税制特例措置

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

■相続税等 ：次の相続における納税猶予の適用なし

既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予継続

■固定資産税等 ：宅地並み課税

５年間、課税標準額に軽減率(１年目:0.2,２年目:0.4,３年目:0.6,４年目:0.8)を乗じる

激変緩和

激変緩和

相続の発生等 相続の発生等

■ 特定生産緑地制度
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■ 地方都市における生産緑地制度導入に向けた手引き（R7.3策定）

○国⼟交通省は、平成29年の⽣産緑地法等の改正に併せて、都市計画運⽤指針の改正を⾏い、三⼤都市圏特定市における⽣産
緑地の追加指定を推奨するだけでなく、三⼤都市圏特定市以外の都市（地⽅都市）における⽣産緑地制度導⼊を呼びかけている
ところ。

○地⽅都市における⽣産緑地制度の導⼊を促進するため、制度の概要やポイントを整理し、制度の導⼊による都市計画・農業振興上
の意義・メリット、導⼊に向けた体制・⼿続きについて解説した⼿引きを令和７年３⽉に策定した。

■手引きの構成

第１章 手引き策定の背景と目的
• 都市農地保全の基礎知識
• 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊の背景・意義

第２章 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊の現状と課題
• 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊の現状
• 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊に当たっての課題と対応

第３章 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊の契機
• 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊の契機について
• 地⽅都市における⽣産緑地制度導⼊の契機ごとの事例の紹介

 都市計画の視点からの農地保全
 農業振興の視点からの農地保全

第４章 ⽣産緑地制度導⼊に向けた体制・手続き
• 関係部局の連携体制
• ⽣産緑地制度を導⼊するための事務の流れ

• ⽣産緑地制度を導⼊するための事務⼿続き
• ⽣産緑地地区の指定要件の事例
• Q＆A
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認定基準

〇都市部において、良好な都市環境の形成に不可欠な緑地・オープンスペースが未だ不足している地域が存在。

〇地方公共団体が用地取得し都市公園を整備することには限界がある一方で、都市内で使い道が失われた空き地等が増加。

○市民緑地認定制度を創設し、NPO法人や企業等の民間主体が空き地等を活用して公園と同等の空間を創出する取組を促進。

（市民緑地は、都市公園と同等の機能を果たすものとして、住民一人当たりの都市公園の敷地面積に算定可能）

概要

市民緑地認定制度の創設

等

○周辺地域で良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足

○面積
300m2以上

○設置管理期間
５年以上

○緑化率
20%以上

空き地等を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区
町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度を創設。

支援措置

みどり法人又は都市再生推進法人が設置管理する認定市民
緑地における植栽、ベンチ等の施設整備に対する補助
（１／３負担） 【社交金：市民緑地等整備事業】 整備後

整備前

制度のフロー

税制

概 要

みどり法人が設置管理する認定市民緑地のうち一定の要件

を満たす土地に係る固定資産税・都市計画税の軽減

[３年間 原則１／３軽減（1/2～1/6で条例で規定）]

※令和９年3月31日までの時限措置

予算

対象要件

○設置管理主体
民間主体（ＮＰＯ法人、住民団体、企業等）

○対象区域
緑化地域又は緑化重点地区内
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■ 市民緑地認定制度の活用状況

かしわ路地裏市民緑地（千葉県柏市）

■制度活用・検討状況 （R6.3.31時点）

たもんじ交流農園 （東京都墨田区）

○かしわ路地裏市民緑地（千葉県柏市） 約500㎡
H29.9 NPO法人（urban design partners balloon）をみどり法人指定

H29.11    市民緑地認定

○紡ぐ広場（愛媛県西条市） 約4,000㎡
H30.8 （株）アドバンテックをみどり法人指定

H30.10 市民緑地認定

○ノリタケの森（愛知県名古屋市） 約21,300㎡
H30.11 株式会社ノリタケカンパニーリミテドをみどり法人指定

H30.12 市民緑地認定

○ミズノスポーツプラザ神戸和田岬市民緑地（兵庫県神戸市） 約1,100㎡
H31.3 ミズノスポーツサービス（株）をみどり法人指定 市民緑地認定

○ソシエルみどりの ファームプレイス （茨城県つくば市） 約470㎡

H31.2 市民緑地認定

○一号館広場 （東京都千代田区） 約3,200㎡
R1.12 三菱地所（株）をみどり法人指定、市民緑地認定

R1.12 （株）プレイスメイキング研究所をみどり法人指定

○ホトリア広場 （東京都千代田区） 約2,000㎡

○神田スクエア広場 （東京都千代田区） 約4,900㎡

R3.3 三菱地所（株）をみどり法人指定、市民緑地認定

R3.3 住友商事をみどり法人指定、市民緑地認定

○たもんじ交流農園 （東京都墨田区） 約700㎡
R4.12 NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会をみどり法人に指定、市民緑地認定

8



たもんじ交流農園の概要

市民緑地認定制度の活用事例（墨田区たもんじ交流農園）

認定内容

たもんじ交流農園名称

東京都墨田区場所

宗教法人土地所有者

NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会
※R4.12 みどり法人の指定

設置管理主体

R4.12.23 認定設置管理計画

約700m2面積

５年間管理期間

1/2減免 （３年間）
固定資産税等
の特例措置

従前の土地利用状況

○臨時駐車場として利用されていた寺院の土地に、NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり

協議会が、地域住民が利用できる広場やコミュニティーガーデンを開設。

○地域の伝統野菜（江戸野菜）「寺島なす」の栽培や収穫イベント等が行われている。

○市民緑地認定までの主な流れ

・NPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会が敷地での整備等の活動を開始（平成29年～）

・墨田区が緑の基本計画を改定し、区域全体を緑化重点地区に位置付け（令和4年3月）

・墨田区がNPO法人寺島・玉ノ井まちづくり協議会をみどり法人に指定（令和4年12月）

・市民緑地設置管理計画の認定（令和4年12月）
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 市内に発生する低未利用地を、住民の力で維持・管理する活動を
サポートする取組として平成２２年度より開始された。

 土地所有者と使い手をマッチングする「カシニワ情報バンク」、一
般公開可能な個人・地域の庭を登録する「カシニワ公開」、緑の空
間の使い方等を紹介する「カシニワ・スタイル」により構成される。

 暫定利用を前提に、住民主体で空間を半公共的に活用する仕組
みが特徴となっている。

低未利用地の活用に向けた取組と効果：生活サービスの補完

○ 暫定利用を前提に住民主体で空間を半公共的に活用する「カシニワ制度」では、広場・緑地としての利用の
みならず、野菜市や移動販売などの多面的利用もみられ、地域に不足する生活サービス（子育て、福祉、
介護予防、保健など）を補完する利活用可能性が示唆されている。

事例：「カシニワ制度」（千葉県柏市）

情報バンクの仕組み 地域の庭

（出典：国土交通省都市局「平成27年度集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査「市民による低未利用地等の活用における持続的なマネジメントに関す
る実証調査（柏市カシニワ推進協議会）」報告書」）

地域の庭での朝市 地域の庭での団らん 多面的利用から考えられるカシニワの将来
像

【効果】地域に不足する生活サービスの補完可能性

 「カシニワ」の多面的利用の形態の一つとして、野菜市や移動販売の
実施が把握されている。また、社会実験として出前保育（保育園の子
育て支援サービス）を実施したところ、歩いて行ける範囲内にサービス
が提供されることの重要性が確認された。

 子育て、福祉や介護予防、保健など、地域に不足するサービスを補う
一つの方法として、低未利用地の利活用可能性があることに加え、多
様な主体が各々メリットを享受しつつサービスを提供することで、結果
として緑地として維持される効果が示唆された。
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低未利用地の活用に向けた取組と効果：生物生息空間

○ 大阪市北加賀屋では、少子高齢化や空き地・空き家の増加、コミュニティの希薄化への対応として、ＮＰＯ法
人が主体となり、空き地を活用した貸農園、レンタルスペースサービス等を実施している。

○効果の一つとして、小規模な空間ではあるものの農地として利用していることで、チョウ類、カメムシ等の繁殖、
昆虫類の採餌に飛来するハクセキレイ、スズメ等の鳥類の飛来がみられ、生物生息空間としての高いポテン
シャルを有していることが示唆されている。

事例：「みんなのうえん」（大阪市）

 少子高齢化や空き地・空き家の増加、コミュニティの希薄化へ
の対応として、平成２３年より、住宅地に発生した空き地を活用
して、ＮＰＯ法人Ｃｏ．tｏ．hａｎａが、農園やそれに付帯する集会
所やキッチンをつくり、貸し農園やイベント開催、レンタルスペー
スサービス等を行う「みんなのうえん」の取組を実施。

 取組の効果として、農とのふれあいを求める住民ニーズの充足、
多様な生態系の構築、活動経験者が近隣の空き地を利活用す
る取組への波及効果などが確認されている。

（画像出典：ＮＰＯ法人Ｃｏ．tｏ．hａｎａ ＨＰ）

農園における活動風景

（出典：国土交通省都市局「H28年度都市と農・緑が共生するまちづくりに関する調査 都市部未利用地のコミュニティ農園的活用方策検討調査報告書」）

■確認された生きもの情報と侵入経路（推定） 秋季・冬季の現地調査
により、「みんなのうえ
ん」において鳥類８種、
昆虫類30種、植物48種
を確認。

 生物に詳しい利用者へ
のヒアリング調査から、
トンボ類、ニホントカゲ
等の確認情報も寄せら
れている。

 鳥類は採餌場所として
利用し、昆虫類の多くは
繁殖している可能性が
高い。

【効果】生物生息空間としての高いポテンシャル
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○ 果樹園・菜園として利用できる占有空間や共同利用地を予め設けることで、緑や自然と調和した
住環境を積極的に創出する宅地開発を進め、良好かつ付加価値のある住環境を形成。

【事例】中根・金田台（茨城県つくば市） 【事例】「豊かな暮らし空間創生住宅地」
認定制度（静岡県）・つくば市中根・金田台では、住宅地、果樹・菜園には定期借地権を

設定し、土地所有者の所有権を残したまま、居住者に借地する手
法を用いて、景観緑地「緑」、広々とした住宅地「住」、果樹園
や菜園として利用できる農地「農」が一体となった大規模宅地で
ある「緑住農一体型住宅地」を核としたまちづくりを実施。

・ コモンスペースの確保、壁面後退、庭の緑化、良好な
住環境を維持するための組織設置等、一定の要件を満
たし、新規に分譲される自然と調和するゆとりある住
宅地を「豊かな暮らし空間創生住宅地」として認定。

・県は、認定基準を満たす住宅地の開発における公共施
設部分（道路、公園等）の整備を補助（補助率1/2、
最大1千万円）

 

緑地の管理・権利・土地所有の関係
（出典）横張・雨宮・寺田（2011）：暫定性を基調とし

た⺠有緑地整備の可能性. 新都市, 65(9), 8-11.

（出典）つくば市ＨＰ
（http://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/machina

mi/ensen/1005036.html）

中根・金田台 暮らし空間のイメージ図

認定住宅地の例（静岡県小川町）

（出典）静岡県ＨＰ

（出典）静岡県ＨＰ

農的利用と居住が調和したまちづくりの促進
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国土交通省 国土技術政策総合研究所資料Ｎｏ.1220

「都市における緑農環境保全・活用の計画・実現手法に関する事例集（案）」

農的利用を取り入れた住宅地

築 20 年のマンションオーナーが NPO 等と協働 し、マンションの駐車場に農園を整備。マンショ ンに新たな価値を生み出すとともに、イベントを 通じて住民同士や地域住民との交流を促進。 
サンライズフレア農園（大阪府豊中市） 

【Point】駐車場の菜園化で住民交流を促進！ 
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ビルの屋上に開設された農的空間

14

第3回グリーンインフラ大賞 優秀賞 部門：都市空間部門 Edible KAYABAEN project

https://green-infra-pdf.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/poster3-3.pdf



みどりを活かした線路跡地のまちづくり

15

第３回グリーンインフラ大賞 国土交通大臣賞 部門：生活空間部門 小田急線上部利用施設等のグリーンインフラの取組み
https://green-infra-pdf.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/poster2-1.pdf



生産緑地を活用した都市公園等の整備

買取申出のあった生産緑地を区が取得し、農業公園を整備。「農にふれあう講座」の受講修了生が農業公園のイベントや農作業等の補助を行う「農業公園サポーター事業」を創設し、人材育成も図る。 
杉並区立成田西ふれあい農業公園（東京都杉並区） 

【Point】農にふれあう場として継続的に保全・活用！ 

国土交通省 国土技術政策総合研究所資料Ｎｏ.1220

「都市における緑農環境保全・活用の計画・実現手法に関する事例集（案）」 16



２０２７年国際園芸博覧会
ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ 2027

17

公式マスコットキャラクター
「トゥンクトゥンク」

特別仕様ナンバープレート

2027年国際園芸博覧会 パンフレット 2025年3月版
https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC91adda0e43d61e11ebbaba916b1cb0dd876e8c1694492bb2ffe789e37ce4da40a92027年国際園芸博覧会基本計画 Master Plan of the International Horticultural Expo 2027, Yokohama

https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC910214020a0fbadd3a13fb1686cf55bd266536002482834a8dccdbe4f2339329cb



２０２７年国際園芸博覧会 基本計画概要版 https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC914c4b093d51b073a21643d4f41dc721df93dde533c6cae7297682d0b4b66e4fe1
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２０２７年国際園芸博覧会 基本計画概要版 https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC914c4b093d51b073a21643d4f41dc721df93dde533c6cae7297682d0b4b66e4fe1
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２０２７年国際園芸博覧会 パンフレット 2025年3月版 https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC91adda0e43d61e11ebbaba916b1cb0dd876e8c1694492bb2ffe789e37ce4da40a9
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２０２７年国際園芸博覧会 パンフレット 2025年3月版 https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC91adda0e43d61e11ebbaba916b1cb0dd876e8c1694492bb2ffe789e37ce4da40a9 21



２０２７年国際園芸博覧会 チラシ 2024年9月版 
https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN290D5FAABC911390c28ab90464c728be680a9cfe0343ae459bfc0c725b095b

d9ab5c095e704d
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